
 

平成１６年７月３０日 

農林水産省生産局 

食料・農業・農村政策審議会 生産分科会 

第５回畜産企画部会の概要について  

 下記のとおり、食料・農業・農村政策審議会 生産分科会 第５回畜産企画部会が開催

されました。 

記 

 

１．日 時 

  平成１６年７月２９日（木） １３：００～１５：３０ 

 

２．場 所 

  東京都千代田区九段南２－１－５ 

   農林水産省三番町分庁舎 ２階 大会議室 

 

３．出席者 

  委員等：別紙[PDF]のとおり 

  事務局：畜産部長、衛生管理課長、畜産振興課長ほか 

 

４．意見交換 

  事務局より、「安心・安全な畜産物の供給に向けた取組」等に関する説明が行われ

た後、意見交換が行われ、委員からの主な発言は、以下のとおりでした。 

 

（畜産物の安全・安心の確保） 

 １．家畜衛生関係 

○ 家畜伝染病が発生した場合、複数の都道府県に渡り、移動禁止等防疫措置が実

行されることが考えられる。国は国家防疫的な視点で、複数の県間の連携のあり

方について検討する必要があるのではないか。 

 

 ２．飼料安全関係 

○ 安全な国産粗飼料を給与された健康な家畜から、畜産物を生産することが自給

率向上につながるといった視点が必要ではないか。 

 

○ 抗菌性物質を飼料添加物として利用しないことによって、家畜への飼料給与量

が増えたり、投薬量が増えるなどの逆効果がＥＵ諸国から報告されている。我が

国でも、今後、抗菌性物質を飼料添加物として利用しない方向に向かって行くに

当たり、適切な飼養管理方法の普及などの施策支援が必要ではないか。 

 

 ３．その他 

○ 生産者は、コスト負担をしながら安全・安心な畜産物を提供しているが、生産

資材の安全性までは対応できないため、生産者が生産資材を安心して使える仕組

みが必要ではないか。 

 



○ 輸入段階や生産者の出荷段階で残留農薬水準等をチェックするようなシステム

が考えられないか。 

 

（消費者の視点に立った情報提供） 

 １．畜産に係る食育 

○ 畜産における食育の視点として、ふれあい牧場における搾乳体験といったもの

だけではなく、牧場から食卓に至るまでに投入されている様々な関係者の努力と

いったものも含めて、もっと幅広く捉えた上で、関係省庁との連携を図りつつ、

進めていくべきではないか。また、食育は、消費者サイドだけではなく、生産者

サイドにも必要ではないか。 

 

 ２．トレーサビリティの普及・定着 

○ トレーサビリティの普及に当たっては、その目的、役割についての関係者の理

解を深めることが必要ではないか。また、効率的で、社会的コストが軽減できる

仕組みについて検討すべき。 

 

○ トレーサビリティのコスト負担について、生産段階、流通段階だけでなく、消

費者も含めて議論する必要があるのではないか。 

 

 ３．その他 

○ 畜産物の安全・安心に関連する新しい制度や規制の内容について、関係者が体

系立てて理解できるような説明が必要ではないか。 

 

○ 畜産物の安全性について消費者の理解を得るためには、科学的知見とともに畜

産物の生産現場の実態について、正しい情報を提供することが重要である。 

 

○ 日米牛肉輸入再開に関する協議について、消費者の信頼を損なうことのないよ

う、食の安全・安心の確保を大前提に米国と協議すべきである。 

  

問合せ先 

 生産局畜産部畜産企画課 松本、沖田 

 ℡ 3502-8111（内線3865, 3866） 

   3501-1083（直通） 
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